
庁議付議事案書 

開催・令和 ７年 ８月２６日 

所管部課  子ども未来部 保育課 部長 志村 明子 

件 名 
東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則について 

区分 〇 １審議事項 ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

 部課 

 機関 

１．要 旨 

 東京都の保育所等利用世帯負担軽減事業の対象範囲が拡充され、令和７年９月より第１子

の保育料についても無償化となることから、当該規則の一部を改正するものである。 

（１）主な改正点 

附則第６「利用者負担額についての特例」に関する記述の改正。

（２）施行日 

令和７年９月１日 

（３）影響及び効果 

東京都の事業に沿った規則となり、適切な運用及び保護者の経済的負担の軽減が図る

ことができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

  総務課にて審査済み。 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに改正事務を進めたい。 

 ５．審議結果 

注：定例庁議の場合は、木曜日の正午までに提出。 

決定


